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川西市公告第 93 号 

 

一般競争入札等参加者の資格及び申請について 
 

 平成３０年において、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第６項、地方自治法施行令(昭和

２２年政令第１６号。以下「政令」という。)第１６７条の５第１項、第１６７条の１１第２項及び第１６７条

の１４並びに川西市契約規則（昭和４９年川西市規則第１５号。以下「規則」という。）第２条第１項第４号、

第３条、第３２条及び第３８条の規定に基づき、川西市が発注する建設工事又は製造の請負、業務委託並びに

物件の買入れ等の一般競争入札、指名競争入札及びせり売りに参加する者に必要な資格及び当該資格審査の申

込みの時期、方法等について、次のとおり定める。 

 

   平成２９年９月１日 

 

                                                            川西市長    大塩 民生 

 

 

１ 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札等参加資格審査申請の受け付けができない。 

(1)  政令第１６７条の４第１項（政令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）の規定に該

当する者 

(2)  政令第１６７条の４第２項（政令第１６７条の１１第１項において準用する場合を含む。）又は規則第

６条第１項各号の規定に該当すると認められる者で、その事実があった後３年を経過しないもの及びその

者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するもの 

(3)  一般競争入札等参加資格審査申請書又はその添付書類に故意に虚偽の事項を記載した者 

(4)  平成２９年１０月１日現在において、２年以上引き続きその営業に従事していない者 

 (5) 建設工事については、社会保険等に加入していない者（個人事業主等であって社会保険の適用除外とな

る者を除く。） 

 (6)  その他、市の求める書類等を提出しない者 

 

２  建設工事の請負についての競争入札参加者の資格 

建設工事の請負についての競争入札に参加できる者は、次に掲げる審査事項を基準として審査を行った資

格を要件とする。 

(1)  建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２７条の２３第２項及び第３項の規定により国土交通大臣が

定める審査の項目 

(2)  経営状況、不誠実な行為の有無、工事等の成績又は納入実績、技術的適正、技術者及び機械器具の保有

状況、手持ち工事等の量、契約状況、指名回数、取引希望業種並びに地理的条件を内容とする事項  

 

３ 業務委託、製造の請負及び物件の買入れ等についての競争入札参加者の資格  

業務委託、製造の請負及び物件の買入れ等に係る契約についての競争入札に参加できる者は、経営規模（自

己資本額・職員数等）及び経営状況（営業年数等）並びに契約実績について業種ごとに審査を行った結果に

基づく。 

 

４ 一般競争入札等参加資格審査申請の受付 

(1) 提出期間 

平成２９年１０月２日（月）から平成２９年１０月３１日（火）まで（当日消印有効） 

(2) 提出窓口 

〒666-8501 兵庫県川西市中央町１２番１号  川西市役所契約検査課 あて 

(3) 提出方法 

郵送及び兵庫県電子申請共同運営システムからの送信による（記６参照） 

(4) 提出書類等  

ア 建設工事 

一般競争入札等参加資格審査申請（指名願）要領（追加受付）（建設工事）において定める書類等 

イ  測量・建設コンサルタント 
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一般競争入札等参加資格審査申請（指名願）要領（追加受付）（測量・建設コンサルタント等）において 

定める書類等 

ウ  物件の買入れ等（ア及びイ以外の業種） 

一般競争入札等参加資格審査申請（指名願）要領（追加受付）（物件の買入れ等）において定める書類等 

 

５ 申請書様式等 

一般競争入札等参加資格審査申請に使用する各要領・申請書類は、平成２９年９月１日から平成２９年

１０月３１日までに市ホームページ（URL  http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/nyusatsu/015925.html）

等よりダウンロードすることとする。郵送による貸与は行わない。 

なお、インターネット環境が無い場合は、川西市役所４階契約検査課にて各要領・申請用紙を貸与する

ので同日中に複写等を行い返却すること。郵送による貸与は行わない。 

 

６ 申請方法 

「建設工事」「測量・建設コンサルタント」については記４(4)の書類を郵送するほか、「兵庫県電子

申請共同運営システム」(URL  http://www.shinsei.elg-front.jp/hyogo/navi/index.html)によりデー

タを送信すること。なお、「物件の買入れ等」については、インターネット環境が無く、データ送信がで

きない場合に限り、記４(4)の書類の郵送による提出のみでも可とする。（詳細については、要領等を参照

のこと。） 

 

７ 資格の有効期間 

   平成３０年１月１日から平成３０年１２月３１日まで 

  

８ 問い合わせ先 

川西市総務部総務室契約検査課 

電話 ０７２－７４０－１１４３（直通） 


